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新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の実施に伴う 

検査依頼等について 

 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、本会では新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR 検査及び抗原検査）

に伴う集合契約を宮城県と令和 2 年 8 月 21 日に締結し、現在 119 医療機関（仙台市除

く）より委任状の提出があり、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の体制整備・

強化に取組んでいるところでございます。 

今後の検査体制を円滑に進めていくうえで、実際の行政検査に係る検査依頼等につい

て、宮城県医師会健康センターをご利用いただいた場合の一例【別紙１】や保険請求上

の概要等【別紙２】をお示ししておきます。 

つきましては、貴会におかれましても本件の取扱いをご承知おき賜りますとともに、

貴会管下検査協力医療機関に対しましてもご周知賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

 なお、本件につきましては、本会ホームページ内、「緊急のお知らせ 新型コロナウイ

ルス感染症について」にも掲載しておりますことを申し添えます。 

 



宮城県医師会健康センターにおける PCR 検査依頼について 

 

 

１．取扱い検体 

（１）鼻咽頭拭い液（行政検査） 検査協力医療機関も可（委任状の内容による）。 

（２）唾液    検査協力医療機関推奨（委任状の内容による）。 

註：何れの検体もバイオボトルでの三重梱包での搬送となります。 

 

 

２．採取容器 

（１）鼻咽頭ぬぐい液 スギヤマゲン ピュアフロックウルトラスワブ 

         1 本税抜 62 円 

    スギヤマゲン ウイルス輸送液  1 本税抜 418 円 

１）常に安定供給が可能か不確かなため、ご提供できない場合もありま

すので、予めご了承ください。 

２）検体採取後の保存用ビニール袋（チャック付き）は医療機関にて準

備いただきます。（準備できない場合はご相談ください。） 

３）採取後は冷蔵保存となります。 

（２）唾液   ファルコンチューブ   1 本税抜 100 円 

１）検体採取後の保存用ビニール袋（チャック付き）は医療機関にてご

準備いただきます。（準備できない場合はご相談ください。） 

２）採取後は冷蔵保存となります。 

 

ファルコンチューブの購入希望は 

TEL：022-256-8605 までご連絡ください。 

 

 

 

 

３．唾液検体採取動画 

https://drive.google.com/file/d/1h2Kg_m5FmEtYBDaJ0cJ_T1f1jEp9B8-f/view?usp=s  

 

 

４．PCR 検査紹介動画 

https://drive.google.com/file/d/1ysQOyUEWnYF4lG--0dnMuOe0LBBcRKZI/view?usp=s 

 

  

別 紙 １



５．搬送容器 

（１）バイオボトル（二次容器、三次容器） 

１）保険点数 1,800 点の中に容器代も含まれていることから、原則、医

療機関でご準備いただきます。（公正競争規約上、無償提供不可） 

２）医療機関でご準備するまでの期間、健康センターのバイオボトルを

使用することも可能ですが、サージカルマスクと手袋着用にて医療

機関側で検体を入れていただくことになります。また、バイオボト

ル使用料として 1回税抜 50 円を頂戴いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．依頼及び検査・報告 

（１）検査依頼票Ⅳ（細菌検査） 備考欄に「コロナ PCR 検査」と記載。 

１）予め検体の有無と件数をお知らせいただければ幸甚です。 

２）依頼書をご希望の場合はご連絡ください。 

TEL：022-256-8605 

（２）報  告  １）所要日数は 1～3日となります。（検体数による） 

２）陽性の場合は電話にて連絡いたします。 

３）依頼翌日が日曜祝日の場合、検査結果は休み明けとなります 

が、陽性の場合は電話連絡させていただきます。 

４）当日の検体検査数により、LSI メディエンスへの外注となる 

場合もありますので、予めご承知おきください。 

５）PCR 検査機器の増設と PCR 検査を取り扱う臨床検査技師の 

育成も実施中です。 

 

（３）検査依頼書の記載例 次ページを参照願います。 

 

  



  



新型コロナウイルス感染症の PCR 検査（唾液等）の行政検査に係る 

保険請求方法等について（概要版） 

 

 

１．算定点数について 

検体採取を行った後、宮城県医師会健康センターへ検査を委託して実施した場

合は、「検体検査実施料（以下、検査料という）」の所定点数である 1,800 点を算

定することになります。（自院内において検査まで完結の場合は 1,350 点の算定

となります。） 

本検査料に加え、患者一回に限り「微生物学的検査判断料（以下、判断料）」の

150 点も算定可能となります。（唾液の検体採取料は点数がありません。） 

検査料 1,800 点と健康センターからのご請求額の差額が医療機関の収入となり

ます。 

 

 

２．行政検査としての公費負担分について 

本検査料 1,800 点と判断料 150 点が公費負担分としての対象となり、その他の

初診料や再診料等は保険適用となるため、一部負担が生じます。 

 

 

３．診療報酬請求の留意事項について 

（１）宮城県医師会健康センター（検査会社等）へ検査を委託して実施した場合は、診

療報酬明細書の摘要欄に、宮城県医師会健康センター（検査を実施した検査会社

等の施設名）を記載してください。 

 

（２）COVID-19 の患者であることが疑われるものに対して、診断を目的として本検査を

実施した場合は、診断の確定までに検査料を 1 回に限り算定できます。ただし、

発症後、本検査の結果が陰性であったものの COVID-19 以外の診断がつかない場

合においては、さらに 1回に限り算定できます。その場合においては、本検査が

必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載してください。症状

の有無に関わらず医学的根拠は記載することになります。 

 

 

 

４．診療報酬請求方法について（令和 2年 4月 1日以降に実施した診療分から適用） 

（１）令和 2 年 5 月 13 日付けで厚生労働省から発出されたレセプトの記載方法等に関

する文書をご参考に、支払基金や国保連合会に請求してください。＊参考資料を

ご参照ください。 

別 紙 ２



（２）小児科外来診療料等の包括点数を算定している場合の請求方法 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 22）」 

宮医発第 543 号（令和 2年 6 月 19 日付） 

上記（１）に加え、留意すべき点として 

１）入院中以外において一部の医学管理等（小児科外来診療料、地域包括診療料、

認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学

管理料又は在宅がん医療総合診療料）を算定する患者に対し、本検査（抗原検査）

を実施した場合にあっては、検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目

は、通常の手続きにて診療報酬明細書を作成します。 

２）上記１）を算定（通常の請求）している患者に対して PCR 検査等を実施した場

合は、PCR 検査の検査料及び判断料を別に診療報酬明細書を作成し、検査料及び

判断料のみを記載することになり、また、次に掲げる事項について、診療報酬明

細書の摘要欄に記載することになります。 

ア 検査を実施した日時   

イ 検査実施の理由  

ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠  

エ 当該患者が算定する医学管理料等 

また、この場合の公費請求は紙レセプトで請求することになります。 

＊診療報酬上で、ご不明な点は審査機関へお問い合わせください。 



m.sasaki
参考








